
○横手市公共工事前払金取扱要領 

平成１７年１０月１日 

訓令第５２号 

改正 平成２０年１月３０日訓令第１号 

平成２０年３月２８日訓令第５号 

平成２０年１２月２５日訓令第２４号 

平成２２年２月３日訓令第１号 

平成２６年４月１日訓令第６号 

平成２８年３月２２日訓令第２号 

令和６年１０月１日訓令第１２号 

令和８年３月２５日訓令第４号 

（目的） 

第１条 この訓令は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条、地方自治法施

行規則（昭和２２年内務省令第２９号）附則第３条及び横手市契約規則（平成１７年横手市規

則第５８号。以下「規則」という。）第５４条の規定に定めるもののほか、市発注の公共工事

（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第１項の公共

工事をいう。以下同じ。）に要する経費の前金払について必要な事項を定め、公共工事の適正

かつ円滑な施工を図ることを目的とする。 

（前金払の対象工事） 

第２条 規則第５４条第１項の前金払の対象とすることができる公共工事は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１） 土木建築に関する工事（次号及び第３号に掲げるものを除く。以下同じ。） １件の

契約金額が２００万円を超えるもの 

（２） 土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査 １件の契約金額

が１００万円を超えるもの 

（３） 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 １件の契約金額

が２００万円を超えるもの 

（４） 測量（土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であって、公共工事の前払金保

証事業に関する法律施行令（昭和２７年政令第２８６号）第１条各号に掲げるものをいう。

以下同じ。） １件の契約金額が１００万円を超えるもの 

２ 規則第５４条第２項の規定により既にした前金払に追加してする前金払（以下「中間前金

払」という。）の対象とすることができる公共工事は、１件の契約金額が２００万円を超える

ものとする。 

（前金払等の対象者） 



第３条 前条の前金払及び中間前金払（以下「前金払等」という。）の対象とすることができる

者は、前条に規定する市発注の公共工事の請負者で公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社と同条第５項に規定する

前払金の保証に関する契約を締結したもの（以下「請負者」という。）とする。 

（前払金の端数等） 

第４条 市長は、前払金に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てることができ

る。 

２ 市長は、歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認めるときは、前払金を減額し、又は

支払をしないことができる。 

（前払金の使途範囲） 

第５条 土木建築に関する工事の請負者は、前払金（中間前払金を除く。）を当該工事の材料

費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額

に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当す

る額として必要な経費以外の経費に充てることはできないものとする。ただし、前払金額の１

００分の２５を超えない範囲で、前払金を当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該

工事の施工に要する経費に充てることができるものとする。 

２ 土木建築に関する工事の請負者は、中間前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃

借料、機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払

運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外

の経費に充てることができないものとする。 

３ 土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査の請負者は、前払金を当

該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費（当該設計又は調査において償却され

る割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

以外の経費に充てることができないものとする。 

４ 測量の請負者は、前払金を当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購

入費（当該測量において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、交通通信費、支払

運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることができないも

のとする。 

５ 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の請負者は、前払金を当

該機械類の製造に必要な経費以外の経費に充てることができないものとする。 

（前金払の請求手続） 

第６条 前金払を受けようとする請負者は、市が指定した請求書に次に掲げる書類を添えて、市

長に請求するものとする。ただし、市長が工事が複数年度に渡る等特別の事情があると認めた

場合は、請求時期を別に定めることができる。 



（１） 規則第５４条第３項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書（以下

「保証証書」という。） 

（２） 工事前金払・中間前金払申請書 

２ 前金払を受けようとする請負者は、前項第１号の保証証書の提出に代えて、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方で

ある保証事業会社が定め、及び市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、

前金払を受けようとする請負者は、当該保証証書を提出したものとみなす。 

（中間前金払の認定） 

第７条 中間前金払を受けようとする請負者は、中間前金払認定請求書に次に掲げる書類を添え

て、市長の認定を受けなければならない。 

（１） 工事履行報告書 

（２） 実施工程表 

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、前項の請求書を受けたときは、原則として７日以内に認定の可否を決定し、適当と

認めたときは、中間前金払認定書により当該請負者に通知するものとする。 

（中間前金払の請求手続） 

第８条 前条第２項の認定書を受けた請負者は、市が指定した請求書に第６条各号に掲げる書類

を添えて、市長に請求するものとする。 

２ 第６条第２項の規定は、前項の中間前金払の請求について準用する。 

（中間前金払と部分払） 

第９条 中間前金払を受けた公共工事は、部分払を受けることはできないものとする。ただし、

継続費又は債務負担行為に係る契約であって次条の規定による特例に該当しない会計年度の分

にあっては、部分払を受けることができる。 

（継続費又は債務負担行為に係る契約における中間前金払の特例） 

第１０条 継続費又は債務負担行為に係る契約の中間前金払の要件は、各会計年度の出来高予定

額、工事期間等によるものとする。当該契約に係る中間前金払の額についても同様とする。 

（前払金の支払） 

第１１条 規則第２条に規定する契約事務担当課長は、前払金の請求があった場合には、申請書

類の内容等を審査し、関係課に合議の上、決裁を受けなければならない。 

２ 市長は、前払金請求書を受理した日から１４日以内に、当該請求に係る前払金を支払うもの

とする。 

（義務違反による前払金の返還） 

第１２条 市長は、請負者が次に掲げる事項に該当する場合は、その前払金の全部又は一部を指

定する期日までに返還させることができる。 



（１） 当該工事の契約義務を履行しないとき。 

（２） 着工時期を過ぎても工事に着手しないため、前払金が適正に使用されないと認められ

るとき、又は請負者の責めにより明らかに工期が延長すると認められるとき。 

（３） 前２号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

２ 市長は、請負者が前項の規定により返還すべき日に、前払金の全部又は一部を返還しないと

きは、その未返還額につき、契約事項に定める期間を経過した日から返還するまでの期間につ

いて、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６

号）第８条第１項に規定する遅延利息の率による利息を徴収することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（対象工事の工期の特例） 

２ 第２条中「工期は３０日以上」とあるのは、当分の間、適用しない。 

附 則（平成２０年１月３０日訓令第１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２０年１月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条の規定は、平成２０年１月３０日以後に行う請負契約から適用し、同日前に

行った請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年３月２８日訓令第５号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条の改正規定による改正後の横手市建設工事前払金取扱要領第２条の規定は、平成２０

年４月１日以後に行う請負契約から適用し、同日前に行った請負契約については、なお従前の

例による。 

附 則（平成２０年１２月２５日訓令第２４号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２１年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条の規定は、平成２１年１月１日以後に行う請負契約から適用し、同日前に行

った請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年２月３日訓令第１号） 

（施行期日） 



１ この訓令は、平成２２年２月３日から施行する。 

（工期の特例に係る経過措置） 

２ この訓令の施行の日前に工事概要書を公表し、又は指名した案件については、なお従前の例

による。 

附 則（平成２６年４月１日訓令第６号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の横手市建設工事前払金取扱要領の規定は、施行の日以後に公表する

建設工事から適用し、同日前に公表した建設工事については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月２２日訓令第２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の横手市建設工事前払金取扱要領第６条の規定は、施行の日以後に行

う請負契約から適用し、同日前に行った請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年１０月１日訓令第１２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の横手市建設工事前払金取扱要領の規定は、施行の日以後に公表する

公共工事から適用し、同日前に公表した公共工事については、なお従前の例による。 

附 則（令和８年３月２５日訓令第４号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の横手市公共工事前払金取扱要領の規定は、施行の日以後に公告その

他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行の日前に公告その他の契約の申

込みの誘引が行われる契約については、なお従前の例による。 

 


